
熊本市中小企業信用保証料補給要綱 

 

制定 昭和４７年 ４月 １日市長決裁 

改正 平成１２年 ３月２２日市長決裁 

(略) 

平成２７年 ３月３０日市長決裁 

平成２７年１０月 １日農水商工局長決裁 

平成３０年 ３月２９日市長決裁 

令和 元年 ９月２６日商業金融課長決裁 

令和 ２年 ５月 ７日市長決裁 

令和 ４年 ７月 ８日市長決裁 

令和 ５年 ３月２９日市長決裁 

令和 ６年 ３月２２日市長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、熊本市（以下「市」という。）が実施する中小企業融資制度要綱に基づく制度資金を受ける

中小企業者が、熊本県信用保証協会（以下「保証協会」という。）の保証を付して、金融機関から借り入れたと

き、その借入に係る信用保証料（以下「保証料」という。）の一部又は全部を市が負担することにより、中小企

業の負担軽減と振興に寄与することを目的とする。 

（補給に関する事務） 

第２条 補給に関する事務の取扱いについては、この要綱の定めるところによる。 

（補給の対象となる融資制度及び保証料） 

第３条 補給の対象となる融資制度は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 熊本市中小企業小口資金融資制度 

(2) 熊本市中小企業経営向上小口資金融資制度 

(3) 熊本市中小企業創業サポート資金融資制度 

２ 補給の対象となる保証料は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 融資制度の借入れの際に生じる保証料（ただし、熊本市中小企業対策融資保証料補助金交付要綱（平成１

５年２月１日制定）の適用がある場合においては、同要綱適用後の保証料） 

（補給金の額） 

第４条 補給額は、保証協会の定めるところにより、融資対象者の財務その他の経営状況等に応じて次の各号に

掲げる率に相当する額とし、次条に規定する申請に基づき予算の範囲内でこれを決定する（年率・単位％）。た

だし、基準保証料率の割引がある場合で、基本保証料率に割引を適用した後の保証料から各号に掲げる補給料

率適用後の保証料率を差し引いた保証料率（以下、「利用者負担料率」という。）が０パーセント未満となる場

合は、利用者負担料率が０パーセントとなる率を補給料率の上限とする。なお、１円未満の端数が生じた場合

は、円単位に切り捨てた額とする。 

(1) 熊本市中小企業小口資金融資制度  

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

市補給料率 0.625 0.600 0.575 0.550 0.525 0.500 0.400 0.300 0.225 

 

(2) 熊本市中小企業経営向上小口資金融資制度  

ア 熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第２条第１項第１号に該当する者（別記様式１－１を提出する

こと。） 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

市補給料率 2.200 2.000 1.800 1.600 1.350 1.100 0.900 0.700 0.500 

 

 イ 上記ア以外の者 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

市補給料率 1.100 1.000 0.900 0.800 0.675 0.550 0.450 0.350 0.250 



 

(3) 熊本市中小企業創業サポート資金融資制度 

ア 熊本県外に住民登録後１年以上経過し、定住を目的として、熊本市内に住民登録後１年以内の者 

イ 熊本市事業承継者に対する利子補給要綱第２条第１項第２号に該当する者（別記様式１－２を提出する

こと。） 

区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

市補給料率 0.350 

 

 （補給金の申請） 

第５条 保証協会は、補給について、信用保証料補給申請書兼請求書（様式第１号）に信用保証料補給金請求明

細リスト（様式第２号）を添付し、申請するものとする。 

２ 保証協会は、当月分の補給について翌月末日までに前項の申請を行うものとする。ただし、借入実績の確認

に時間を要する等の事情により未申請の補給分が生じた場合、借入日に属する会計年度末日までに申請するこ

とができるものとする。 

 （補給金の交付決定及び額の確定） 

第６条 市長は、前条に規定する信用保証料補給申請書兼請求書の申請があったときは、その内容を審査し、信

用保証料補給金を交付すべきものと認めたときは、信用保証料補給金交付決定兼交付確定通知書（様式第３号）

により保証協会に通知する。 

 （補給金の交付） 

第７条 市長は、前条に規定する申請を適正と認めたときは、当該申請に係る補給を決定し、申請を受けた月の

末日までに支払うものとする。ただし、３月分の補給については、４月末日までに支払うものとする。 

 （補給額の返還） 

第８条 第３条に規定する融資を受けた中小企業者が、その金額を一括返済したときは、熊本県信用保証協会信

用保証料徴収規定（昭和４０年６月１日制定）第４条第２項に基づき、保証協会は市から補給を受けた金額を

返戻するものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、昭和４７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成１５年７月２日から施行する。 

２ 平成１５年７月２日から平成１７年３月３１日の間、第４条第１項第１号の規定にかかわらず、熊本市起業

化支援資金融資制度にかかる保証料については、全額を補給するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年２月２４日から施行する。 

２ 第３条第６号の規定については、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、その時までに熊本

市中小企業経営安定資金融資制度要綱の特例措置第３条第１項第５号及び第６条の規定による融資の適用につ

いては、その時以後も、なおその効力を有する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

２ 第３条第６号の熊本市中小企業経営安定特例資金融資制度（熊本市中小企業経営安定特例資金融資制度要綱

第３条第１項第５号に該当する場合に限り補給の対象とする。）の取扱については、改正前の熊本市中小企業経

営安定資金融資制度要綱の特例措置（熊本市中小企業経営安定資金融資制度要綱の特例措置第３条第１項第５

号に該当する場合に限り補給の対象とする。）の例によるものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

２ 第３条第７号の熊本市中小企業経営安定特例資金融資制度（熊本市中小企業経営安定特例資金融資制度要綱

第３条第１項第５号に該当する場合に限り補給の対象とする。）の取扱については、改正前の熊本市中小企業経



営安定資金融資制度要綱の特例措置（熊本市中小企業経営安定資金融資制度要綱の特例措置第３条第１項第５

号に該当する場合に限り補給の対象とする。）の例によるものとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成２０年１２月 1日から施行する。 

２ 第３条第８号の規定については、平成２１年３月３1日限り、その効力を失う。 

附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 第３条第８号の規定については、平成２２年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年１月１日から施行する。 

２ 第３条第２項第２号及び第５条第２項の規定については、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 第３条第８号の規定については、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 第３条第２項第２号及び第５条第２項の規定については、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 第３条第８号の規定については、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。 

４ 熊本市経営向上小口資金融資制度にかかる保証料については、平成２３年４月１日保証承諾分から平成２４

年３月３１日融資実行分において、第４条第１項第２号の規定にかかわらず、全額を補給するものとする。 

附 則 

１ この要綱は、平成２３年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 第３条第２項第２号及び第５条第２項の規定については、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 第３条第８号の規定については、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 

４ 熊本市経営向上小口資金融資制度にかかる保証料については、平成２４年４月１日保証承諾分から平成２５

年３月３１日融資実行分において、第４条第１項第２号の規定にかかわらず、全額を補給するものとする。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第３条第８号の規定については、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 熊本市経営向上小口資金融資制度にかかる保証料については、平成２５年４月１日保証承諾分から平成２６

年３月３１日融資実行分において、第４条第１項第２号の規定にかかわらず、全額を補給するものとする。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第４条第２号の規定は、この要綱の施行の日以後に実行される融資に係る補給額に

ついて適用する。 

附 則 

  この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

附 則 

  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年１０月 1日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第４条第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に実行される融資に係る補給額に

ついて適用する。 

附 則 



１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第４条第２号及び同条第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に実行される融資

に係る補給額について適用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第４条第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に保証される融資に係る補給額に

ついて適用する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

（補給金の額の特例） 

２ 熊本市中小企業創業サポート資金融資制度に該当する者にかかる保証料については、令和４年８月１日保証

申込分から令和５年３月３１日融資実行分において、第４条第１項第３号の規定にかかわらず、全額を補給す

るものとする。 

（第３条第１項第７号の失効） 

３ 第３条第１項第７号の規定は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

（第４条第１項第７号の失効） 

４ 第４条第１項第７号の規定は、令和５年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（補給金の額の特例） 

２ 熊本市中小企業創業サポート資金融資制度に該当する者にかかる保証料については、令和５年４月１日から

令和５年１２月２８日までに保証申込の受付を行い、かつ、令和６年３月３１日までに融資を実行した分にお

いて、第４条第１項第３号の規定にかかわらず、全額を補給するものとする。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行日前に、改正前の規定により貸付がなされた資金については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この要綱による改正後の第４条の規定は、この要綱の施行の日以後に保証受付される融資に係る補給額につ

いて適用する。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行日前に、改正前の規定により貸付がなされた資金については、なお従前の例による。 



様式第１号（第５条関係） 

 

熊本市長　　　　　　　　様

〈申請兼請求者〉

住所 熊本市中央区南熊本４丁目１番１号

氏名 熊本県信用保証協会

会長 　印

十 億 千 百 万 千 百 十 円

内容により請求します。

＜内訳＞

信用保証料補給明細書のとおり。

＜振込指定口座＞

口座名義人

金
　
　
額

　　　年　　　月　　　日

信用保証料補給申請書兼請求書

金融機関名

預金種目

口座番号

　下記のとおり、　　年　　月分の信用保証料の補給を申請します。

　なお、信用保証料補給決定の上は、上記の金額を信用保証料補給明細書の

 



様式第２号（第５条関係） 



様式第３号（第６条関係） 

商金発第    号 

    年 月 日 

住所 

熊本県信用保証協会 

会長         様 

  

熊本市長        

 

 

熊本市中小企業信用保証料補給金 

交付決定兼交付確定通知書 

 

 年 月 日付けで交付申請のあった信用保証料補給金については、熊本市中小企業信用保証料補給金要

綱第５条の規定に基づき、信用保証料補給金の交付を決定し、また確定しましたので、下記のとおり通知します。 

なお、信用保証料補給金は、信用保証料補給申請書兼請求書に指定された口座に送金致しますので、併せて通

知します。 

記 

１ 熊本市中小企業信用保証料補給金 

２ 熊本市中小企業融資制度要綱に基づく制度資金を受ける中小企業者が、熊本県信用保証協会の保証を付して、

金融機関から借り入れたとき、その借入に係る信用保証料の一部又は全部を市が負担することにより、中小企

業の負担軽減と振興に寄与することを目的とする。 

３ 金額           円 

４ 不正行為がなされた場合その他市長が補助を不適当と認めた場合は、この決定を取り消し、又は補助決定額

を減じることがある。この場合において、既に交付された信用保証料補給金があるときは、その返還及び信用

保証料補給金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を

請求する。 

５ 前項に規定する請求に応じた信用保証料補給金の返還等がされない場合において、本市が申請者に対し支払

うべき他の信用保証料補給金等があるときは、当該他の信用保証料補給金等交付を一時停止することがある。 

６ 監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第199条第7項の規定により監査をすることがある。 

７ 市長が必要と認めたときは、地方自治法第221条第2項の規定により、その状況を調査し、又は報告を徴す

ることがある。 


